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【年通号数】公開・登録公報2008-046
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【訂正要旨】優先権記事の誤載により下記のとおり全文を訂正する。
【国際特許分類】
   Ｂ２３Ｂ  45/16     (2006.01)
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【ＦＩ】
   Ｂ２３Ｂ  45/16    　　　Ｂ
   Ｂ２５Ｂ  21/02    　　　Ｂ
【記】別紙のとおり
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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】必要な時にいつでも衝撃ボタンとねじり力ボタ
ンとの間の切り替えを行うことができるパーカッション
ドリルのインパクト切り替え手段を提供する。
【解決手段】下方輪２０と、ロックリング２１と、桿体
２４と、滑動ブロック２３と、インパクトボタン２２と
、位置決め手段と、重心位置決め手段とを含んでなり、
下方輪がパーカッションドリルの出力主軸の上方輪と噛
合して設けられ、ロックリングが下方輪に設けて、桿体
は上端がロックリングに接触して、滑動ブロックが桿体
に合わせて設けられ、インパクトボタンが滑動ブロック
に合わせて設けられ、後端がパーカッションドリルの前
方カバーの外側に延伸して設けられ、位置決め手段が滑
動ブロックに合わせて設けられ、桿体がロックリングに
当接し、重心位置決め手段が位置決め手段に合わせて設
けられ、位置決め手段が滑動ブロックの位置の制限を解
除するために供する構造からなる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
下方輪と、ロックリングと、桿体と、滑動ブロックと、インパクトボタンと、位置決め手
段と、重心位置決め手段とを含んでなり、
該下方輪が、パーカッションドリルの出力主軸の上方輪と噛合して設けられ、
該ロックリングが、下方輪に設けられ、下方輪の円周方向の操作を制限することができ、
該桿体は、上端がロックリングに接触してロックリングが上昇して下方輪に接続するため
に供し、
該滑動ブロックが、桿体に合わせて設けられ、前後に移動すると、桿体を上昇、或いは下
降させ、
該インパクトボタンが、滑動ブロックに合わせて設けられ、後端がパーカッションドリル
の前方カバーの外側に延伸して設けられ、
該位置決め手段が、滑動ブロックに合わせて設けられ、桿体がロックリングに当接すると
、滑動ブロックの位置を固定するために供し、
該重心位置決め手段が、位置決め手段に合わせて設けられ、位置決め手段が滑動ブロック
の位置の制限を解除するために供する構造からなることを特徴とするパーカッションドリ
ルのインパクト切り替え手段。
【請求項２】
前記下方輪が、外周面上に複数の凸部を具えてなり、ロックリングの内側に該凸部に合わ
せて複数の溝が設けられることを特徴とする請求項１に記載のパーカッションドリルのイ
ンパクト切り替え手段。
【請求項３】
前記滑動ブロックが、設置槽を設けてなり、桿体の下端が設置槽に挿設し、該設置槽内に
桿体の底部に合わせて斜面が設けられ、桿体が斜面を滑動すると、ロックリングが上昇す
ることを特徴とする請求項１に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段。
【請求項４】
前記位置決め手段が、当接ブロックと、圧縮バネとを含んでなり、該圧縮バネの下端が当
接ブロックに当接し、滑動ブロックが桿体が上昇すると、当接ブロックが圧縮バネの弾性
力を介して下方向に移動して滑動ブロックに当接し、滑動ブロックの位置を固定すること
を特徴とする請求項１から３に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段。
【請求項５】
前記重心位置決め手段が、重心位置決めボタンと、滑動板と、重心位置決めバネとを含ん
でなり、該重心位置決めボタンの後端がパーカッションドリルの前方カバーの外側に延伸
し、前端が滑動板に接続し、銃身位置決めバネが一端が固定され、他端が滑動板に当接し
、滑動板が当接ブロックの下端の楔形万絵に合わせて設けられ、当接ブロックを上方に押
し動かすために供することを特徴とする請求項４に記載のパーカッションドリルのインパ
クト切り替え手段。
【請求項６】
前記滑動板が、後端の外側に開口を具えた上・下降溝を設けてなり、該上・下降溝の後端
面が当接ブロックの下端の楔形面に合わせて設けられることを特徴とする請求項５に記載
のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段。
【請求項７】
前記重心位置決め手段の重心位置決めボタンが、操作に便利なようにインパクトボタンに
隣接する位置に設けられることを特徴とする請求項５に記載のパーカッションドリルのイ
ンパクト切り替え手段。
【請求項８】
前記インパクト切り替え手段が、二本の軸を含んでなり、該軸がパーカッションドリル内
のパッドと内歯車との間に設けられ、中央に位置決め部を設けてなり、インパクトボタン
と滑動ブロックにそれぞれ位置決め部に合わせて位置決め槽を具えてなることを特徴とす
る請求項４に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段。
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【請求項９】
前記インパクト切り替え手段が、軸を含んでなり、該軸がパーカッションドリル内のパッ
ドと内歯車との間に設けられ、中央に位置決め部を具えてなり、インパクトボタンと滑動
ブロックにそれぞれ位置決め部に合わせて位置決め槽を具えてなることを特徴とする請求
項５から７に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
  この考案は、インパクト切り替え手段に関し、特にパーカッションドリルなど電動工具
のインパクト切り替え手段に関する。
【背景技術】
【０００２】
  現在、市場で販売されているパーカッションドリルは、通常、三種類の作業モデルを具
えてなる。該三種類の作業モデルは、電動ネジ締め、電動ドリル、パーカッションドリル
に分けられる。
【０００３】
  該三種類の作業モデルは、三つの作用に対応し、回転するねじれ力カップを解してねじ
れ力の出力、及び様々な作用を切り替える。
【０００４】
  上述の衝撃ドリルは、前方カバーと、ねじれ力カップと、出力主軸と、出力主軸上に接
続して設けられた上方輪と、下方輪と、内歯車スリーブと、歯車セットと、モータと、を
含んでなる。
【０００５】
該ねじれ力カップは、調整母ネジを介して前方カバーの上端のネジ溝に接続する。下方輪
と上方輪は噛合し、調整母ネジの下方に設けられたパッドと、パッドと調整母ネジとの間
に圧縮バネが設けられる。
【０００６】
内歯車スリーブとパッドとの間にはボールが設けられ、ねじれ力カップが回転すると、ね
じれ力カップと調整母ネジがその下方の圧縮バネ、パッド、ボールなどを圧迫し、ねじれ
力が調整して出力される。
【０００７】
インパクトボタンを切り替える場合、上方輪の上方に二つの輪の間に軸方向のインパクト
の隙間が存在する。主軸が上方輪、下方輪の相互関係を介して軸方向の往復運動を出力し
てインパクトを与える目的を達成する。
【０００８】
上述のパーカッションドリルは通常、インパクトボタンがねじり力カップの最大ねじり力
ボタンの位置に設けられる。
【０００９】
また、パーカッションドリルの安全性を考慮して市場で販売されている製品はいずれも最
小ねじれ力ボタンに切り替えなければならない。パーカッションドリルを使用する場合、
最小のねじれ力ボタンとインパクトボタンを切り替える。
【００１０】
しかしながら、毎回切り替える回転角度が比較的大きく、且つ切り替える場合、モータの
回転を停止してから行わなければならないため、不便で、安全性が低く、作業効率が低く
なる。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【００１１】
この考案は、インパクトボタンとねじれ力ボタンの調節が互いに独立して設けられるパー
カッションドリルのインパクト切り替え手段を提供することを課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
そこで、本考案の考案者は従来の技術に見られる欠点に鑑みて鋭意研究を重ねた結果、下
方輪と、ロックリングと、桿体と、滑動ブロックと、インパクトボタンと、位置決め手段
と、重心位置決め手段とを含んでなり、
該下方輪が、パーカッションドリルの出力主軸の上方輪と噛合して設けられ、
該ロックリングが、下方輪に設けられ、下方輪の円周方向の操作を制限することができ、
該桿体は、上端がロックリングに接触してロックリングが上昇して下方輪に接続するため
に供し、
該滑動ブロックが、桿体に合わせて設けられ、前後に移動すると、桿体を上昇、或いは下
降させ、
該インパクトボタンが、滑動ブロックに合わせて設けられ、後端がパーカッションドリル
の前方カバーの外側に延伸して設けられ、
該位置決め手段が、滑動ブロックに合わせて設けられ、桿体がロックリングに当接すると
、滑動ブロックの位置を固定するために供し、
該重心位置決め手段が、位置決め手段に合わせて設けられ、位置決め手段が滑動ブロック
の位置の制限を解除するために供する構造からなる。
【００１３】
以下、この考案について具体的に説明する。
請求項１に記載するパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、下方輪と、ロッ
クリングと、桿体と、滑動ブロックと、インパクトボタンと、位置決め手段と、重心位置
決め手段とを含んでなり、
該下方輪が、パーカッションドリルの出力主軸の上方輪と噛合して設けられ、
該ロックリングが、下方輪に設けられ、下方輪の円周方向の操作を制限することができ、
該桿体は、上端がロックリングに接触してロックリングが上昇して下方輪に接続するため
に供し、
該滑動ブロックが、桿体に合わせて設けられ、前後に移動すると、桿体を上昇、或いは下
降させ、
該インパクトボタンが、滑動ブロックに合わせて設けられ、後端がパーカッションドリル
の前方カバーの外側に延伸して設けられ、
該位置決め手段が、滑動ブロックに合わせて設けられ、桿体がロックリングに当接すると
、滑動ブロックの位置を固定するために供し、
該重心位置決め手段が、位置決め手段に合わせて設けられ、位置決め手段が滑動ブロック
の位置の制限を解除するために供する構造からなる。
【００１４】
請求項２に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、請求項１における
下方輪が、外周面上に複数の凸部を具えてなり、ロックリングの内側に該凸部に合わせて
複数の溝が設けられる。
【００１５】
請求項３に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、請求項１における
滑動ブロックが、設置槽を設けてなり、桿体の下端が設置槽に挿設し、該設置槽内に桿体
の底部に合わせて斜面が設けられ、桿体が斜面を滑動すると、ロックリングが上昇する。
【００１６】
請求項４に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、請求項１から３に
おける位置決め手段が、当接ブロックと、圧縮バネとを含んでなり、該圧縮バネの下端が
当接ブロックに当接し、滑動ブロックの桿体が上昇すると、当接ブロックが圧縮バネの弾
性力を介して下方向に移動して滑動ブロックに当接し、滑動ブロックの位置を固定する。
【００１７】
請求項５に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、請求項４における
重心位置決め手段が、重心位置決めボタンと、滑動板と、重心位置決めバネとを含んでな
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り、該重心位置決めボタンの後端がパーカッションドリルの前方カバーの外側に延伸し、
前端が滑動板に接続し、銃身位置決めバネの一端が固定され、他端が滑動板に当接し、滑
動板が当接ブロックの下端の楔形万絵に合わせて設けられ、当接ブロックを上方に押し動
かすために供する。
【００１８】
請求項６に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、請求項５における
滑動板が、後端の外側に開口を具えた上・下降溝を設けてなり、該上・下降溝の後端面が
当接ブロックの下端の楔形面に合わせて設けられる。      
【００１９】
請求項７に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、請求項５における
重心位置決め手段の重心位置決めボタンが、操作に便利なようにインパクトボタンに隣接
する位置に設けられる。
【００２０】
請求項８に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、請求項４における
インパクト切り替え手段が、二本の軸を含んでなり、該軸がパーカッションドリル内のパ
ッドと内歯車との間に設けられ、中央に位置決め部を設けてなり、インパクトボタンと滑
動ブロックにそれぞれ位置決め部に合わせて位置決め槽を具えてなる。
【００２１】
請求項９に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、請求項５から７に
おけるインパクト切り替え手段が、軸を含んでなり、該軸がパーカッションドリル内のパ
ッドと内歯車との間に設けられ、中央に位置決め部を具えてなり、インパクトボタンと滑
動ブロックにそれぞれ位置決め部に合わせて位置決め槽を具えてなる。
【考案の効果】
【００２２】
  この考案のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段は、必要な時にいつでもイ
ンパクトボタンとねじれ力の切り替えを行うことができるため、実用的で安全性が高く、
作業効率を高めるという効果を有する。
【考案を実施するための最良の形態】
【００２３】
  この考案は、インパクトボタンとねじれ力ボタンの調節が互いに独立して設けられるパ
ーカッションドリルのインパクト切り替え手段であって、下方輪と、ロックリングと、桿
体と、滑動ブロックと、インパクトボタンと、位置決め手段と、重心位置決め手段とを含
んでなり、
該下方輪が、パーカッションドリルの出力主軸の上方輪と噛合して設けられ、
該ロックリングが、下方輪に設けられ、下方輪の円周方向の操作を制限することができ、
該桿体は、上端がロックリングに接触してロックリングが上昇して下方輪に接続するため
に供し、
該滑動ブロックが、桿体に合わせて設けられ、前後に移動すると、桿体を上昇、或いは下
降させ、
該インパクトボタンが、滑動ブロックに合わせて設けられ、後端がパーカッションドリル
の前方カバーの外側に延伸して設けられ、
該位置決め手段が、滑動ブロックに合わせて設けられ、桿体がロックリングに当接すると
、滑動ブロックの位置を固定するために供し、
該重心位置決め手段が、位置決め手段に合わせて設けられ、位置決め手段が滑動ブロック
の位置の制限を解除するために供する構造からなる。
かかるパーカッションドリルのインパクト切り替え手段の構造と特徴を詳述するために具
体的な実施例を挙げ、図示を参照にして以下に説明する。
【実施例】
【００２４】
図１から図３は、この考案のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段を示したも
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のである。図面によれば、下方輪２０と、パーカッションドリルの出力主軸１１上に噛合
して固定された上方輪１２と、その外周面上に成形された複数の凸部２０１とを含んでな
る。
【００２５】
  パーカッションドリルの前方カバー１０内には上下に移動するロックリング２１が設け
られる。該ロックリングの内縁には複数の溝２１１が設けられる。
【００２６】
  該ロックリング２１は下方輪２０上に設ける場合、下方輪２０上の凸部２０１が溝２１
１に係合する。よって、下方輪に向けての円周方向の運動が制限されて、パーカッション
ドリルの出力主軸１１が軸方向にだけ往復運動を行い、インパクトを与える、という目的
を達成する。
【００２７】
  左右に二つのベースを具えた桿体２４が設けられる。該桿体２４は、上端がロックリン
グ２１の底部に接触し、該ロックリング２１と桿体２４が同時に上昇する。
【００２８】
該桿体２４が上昇すると、ロックリング２１が上方に上昇し、下方輪２０上に設けられる
。
【００２９】
  滑動ブロック２３は、両側に設置槽を設けてなる。桿体２４の下端が該設置槽に挿設さ
れ、設置槽の後端には桿体２４底部に合わせて形成された斜面２３１が設けられる。
【００３０】
  該滑動ブロック２３が前後に移動すると、桿体２４の底部が斜面２３１上を滑動して上
昇、或いは下降する目的を達成することができる。
【００３１】
  インパクトボタン２２は、後端がパーカッションドリルの前方カバー１０の外側に延伸
し、前端が滑動ブロック２３の後端と一体になるように接続される。
【００３２】
  該インパクトボタン２２を押すと、滑動ブロック２３が前方に移動して桿体２４がロッ
クリング２１を上昇させ、該ロックリング２１が下方輪２０上に設けられる。
【００３３】
  滑動ブロック２３が前方に移動して適宜な位置に達すると、滑動ブロック２３の位置を
固定するため、滑動ブロック２３に合わせて位置決め手段が設けなければならない。
【００３４】
  図示されたこの実施形態における位置決め手段は、二つの当接ブロック２７と、二本の
圧縮バネ２９とを含んでなる。
【００３５】
  該圧縮バネ２９は垂直に設けられ、上端がパーカッションドリルの前方ケース２０の内
壁上に当接し、下端が当接当接ブロック２７の上端に当接する。
【００３６】
  滑動ブロック２３が桿体２４を上昇させると、当接ブロック２７が圧縮バネ２９の弾性
力で下向きに移動し、滑動ブロック２３の後端の当接壁２３２に当接して、滑動ブロック
２３が後退しないようにするため、滑動ブロック２３の位置が固定される。
【００３７】
  この考案には重心位置決め手段を設けてもよい。該重心位置決め手段は、位置決め手段
と合わせて設けられ、位置決め手段の滑動ブロック２３の位置に対する制限を解除するた
めに供する。
【００３８】
  図示したこの考案の実施形態では、重心位置決め手段は、重心位置決めボタン２５と、
滑動板２６と、水平に設けられた二本の重心位置決めバネ２８とを含んでなる。
【００３９】
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  該重心位置決めボタン２５は後端がパーカッションドリルの前方カバー１０の外側に延
伸して設けられ、前端が滑動板２６の後端と一体になるように接続される。操作に便利な
ように、重心位置決めボタン２５は、インパクトボタン２２に隣接する位置（図示した実
施形態ではインパクトボタン２２の上端の位置）に設けることが好ましい。
【００４０】
  重心位置決めバネ２８は一端がパーカッションドリルの前方カバー１０の内壁上に当接
し、他端が滑動板２６の前端の当接板上に当接する。
【００４１】
  滑動板２６は、後端両側に開口を具えた上・下降溝２６１を形成する。該上・下降溝２
６１は後端面が当接ブロック２７の下端の楔型面２７１に合わせて設けられる。
【００４２】
  インパクトボタン２２を押すと、滑動ブロック２３が前方に移動する。当接ブロック２
７が上・下降溝２６１から下降し、滑動ブロック２３後端の当接壁２３２に当接する。
【００４３】
  重心位置決めボタン２５を押すと、滑動板２６が前方に移動し、上・下降溝２６１の後
端面が当接ブロック２７を上方に押し動かして、滑動ブロック２３の制限を解除する。
【００４４】
  前述の状態になると、滑動ブロック２３が後方に移動して、桿体２４が斜面２３１を下
方に滑動し、ロックリング２１を下降させて下方輪２０が回動自在な状態に回復する。
【００４５】
  この考案のインパクト切り替え手段は、二本の軸３０を設けてもよい。該軸３０はパー
カッションドリル内のパッド１３と内歯車１４との間に設けられ、中間には位置決め部３
０１が設けられる。
【００４６】
インパクトボタン２２と滑動ブロック２３上にはそれぞれ位置決め部３０１に合わせて位
置決め槽２２１、２３３が設けられる。
【００４７】
  インパクトボタン２２を押すと、インパクトボタン２２と、滑動ブロック２３上の位置
決め槽２２１、２３３が位置決め部３０１に係合されるため、軸３０が内歯車１４の作動
で軸方向に操作されることがなく、製品の操作の安定性と、正確さを高めることができる
。
【００４８】
  この考案のインパクト切り替え手段を具えたインパクトドリルは、ねじれ力カップ１５
が最小ねじれ力ボタンから時計周りに回転させると、電動ドリルボタンだけが回転し、出
力するねじれ力が上昇する。ねじれ力カップ１５の回転を介してインパクトボタンの切り
替えは達成することができないが、ネジボタンと電気ドリルとの切り替えを達成すること
ができ、インパクトボタンの切り替えはインパクトボタン２２を押すだけで達成すること
ができる。
【００４９】
以上は、この考案の好ましい実施例であって、この考案の実施の範囲を限定するものでは
ない。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、この考案の精神の下にお
いてなされ、この考案に対して均等の効果を有するものは、いずれもこの考案の実用新案
登録請求の範囲に属するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】この考案のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段の構造を示した斜視
図である。
【図２】図１に開示するパーカッションドリルのインパクト切り替え手段を示した分解図
である。
【図３】この考案のインパクト切り替え手段を設けたパーカッションドリルを示した分解
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【符号の説明】
【００５１】
１０      前方カバー
１１      出力主軸
１２      上方輪
１３      パッド
１４      内歯車
１５      ねじれ力カップ
２０      下方輪
２０１    凸部
２１      ロックリング
２１１    溝
２２      インパクトボタン
２２１    位置決め槽
２３      滑動ブロック
２３１    斜面
２３２    当接壁
２３３    位置決め槽
２４      桿体
２５      位置決めボタン
２６      滑動板
２６１    上・下降溝
２７      当接ブロック
２８      重心位置決めバネ
２９      圧縮バネ
３０      軸
３０１    位置決め部
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成20年9月17日(2008.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
前記位置決め手段が、当接ブロックと、圧縮バネとを含んでなり、該圧縮バネの下端が当
接ブロックに当接し、滑動ブロックが桿体が上昇すると、当接ブロックが圧縮バネの弾性
力を介して下方向に移動して滑動ブロックに当接し、滑動ブロックの位置を固定すること
を特徴とする請求項１から３のいずれかの項に記載のパーカッションドリルのインパクト
切り替え手段。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
前記インパクト切り替え手段が、軸を含んでなり、該軸がパーカッションドリル内のパッ
ドと内歯車との間に設けられ、中央に位置決め部を具えてなり、インパクトボタンと滑動
ブロックにそれぞれ位置決め部に合わせて位置決め槽を具えてなることを特徴とする請求
項５から７のいずれかの項に記載のパーカッションドリルのインパクト切り替え手段。
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